
令和７年 12月 23日 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構任期付職員に関する就業規則の一部改正 新旧対照表（案）                                      本部事務局人事部 

第 22号議案 

新 旧 改正理由等 

（給与に関する特例） 

第 10条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。 

特定任期付職員給料表 

号給 給料月額(円) 

１ 405,000 

２ 455,000 

３ 508,000 

４ 574,000 

５ 655,000 

６ 765,000 

７ 893,000 

（略） 

 

第 11 条 第５条の規定により採用された職員には、医師免許取得後の年数

に応じ、次に掲げる給料月額、地域手当及び初任給調整手当を支給する。 

                             単位：円 

医師免許取得後 給料月額 地域手当 初任給調整手当 

３年未満 368,500 46,062 216,000 

４年未満 380,800 47,600 216,000 

５年未満 415,600 51,950 216,000 

６年未満 415,600 51,950 216,000 

７年未満 425,600 53,200 216,000 

８年未満 434,000 54,250 216,000 

９年未満 439,900 54,987 216,000 

10 年未満(10 年以上) 445,500 55,687 216,000 

 

第 11条の２ 第５条の３の規定により採用された職員には、初期臨床研修

を受けた期間の年数に応じ、次に掲げる給料月額及び地域手当を支給す

る。 

単位：円 

初期臨床研修を受けた期間 給料月額 地域手当 

１年未満 342,000 42,750 

２年未満 355,700 44,462 

（略） 

 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は令和８年１月１日から施行する。ただし、第 10条第１項、

（給与に関する特例） 

第 10条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。 

特定任期付職員給料表 

号給 給料月額(円) 

１ 392,000 

２ 440,000 

３ 492,000 

４ 555,000 

５ 634,000 

６ 740,000 

７ 864,000 

（略） 

 

第 11 条 第５条の規定により採用された職員には、医師免許取得後の年数

に応じ、次に掲げる給料月額、地域手当及び初任給調整手当を支給する。 

                             単位：円 

医師免許取得後 給料月額 地域手当 初任給調整手当 

３年未満 354,000 44,073 216,000 

４年未満 366,200 45,591 216,000 

５年未満 400,300 49,837 216,000 

６年未満 400,300 49,837 216,000 

７年未満 410,500 51,107 216,000 

８年未満 419,000 52,165 216,000 

９年未満 424,900 52,900 216,000 

10 年未満(10 年以上) 430,700 53,622 216,000 

 

第 11条の２ 第５条の３の規定により採用された職員には、初期臨床研修

を受けた期間の年数に応じ、次に掲げる給料月額及び地域手当を支給す

る。 

単位：円 

初期臨床研修を受けた期間 給料月額 地域手当 

１年未満 327,800 40,811 

２年未満 341,500 42,516 

（略） 
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新 旧 改正理由等 

第 11条及び第 11条の２の規定は、令和７年 12月１日から適用する。 

（給与の内払） 

２ 改正前の任期付職員に関する就業規則に基づいて支給された給与は、改

正後の任期付職員に関する就業規則による給与の内払とみなす。 
 

 

 

 


